




  

藤枝市借上型公営住宅制度について 

 

  従来、公営住宅の供給方式は地方公共団体（県市町村）が直接建設する直接建設方 

 式のみでしたが、法律が改正され「借上げ方式」による供給が可能になりました。 

 藤枝市借上型公営住宅制度はこうした状況を背景に、子供からお年寄りまで全ての 

人が安全で快適な生活を行える賃貸住宅の供給促進を図ることを目的として設けられ 

 ました。 

  この制度は、民間事業者（土地所有者）の方が新築する賃貸住宅を、藤枝市が 20年 

間にわたり公営住宅として借上げるものです。 

また、建設費の一部について補助を受けることができます。 

  賃貸住宅の新築・建替えをお考えの方は、当制度を御活用下さい。 

 

 

藤枝市借上型公営住宅制度の仕組み 

 

  藤枝市が承認した事業計画に基づいて民間事業者の方に建設していただいた賃貸住 

 宅を、市が公営住宅として借上げ、供給します。民間事業者の方には市が借上げ料及 

 び建設費補助をお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者 

（土地所有者） 

 

入居者 

 

藤枝市 

⑦借上げ料の支払い 

④供給 
⑥家賃の支払い 

②建設費補助 
③住宅の借上げ 

①建設 ⑤入居 
借上型公営住宅 

資料１ 



  

藤枝市借上型公営住宅制度の民間事業者のメリット 

○ 民間事業者の方に建設していただいた賃貸住宅を市が公営住宅として２０年間借上げますの 

 

で空き部屋の心配をすることなく、安定した賃貸住宅経営が可能となります。 

 

○ 民間事業者の方に建設していただく住宅の建設費の一部（住宅共用部分及び共同施設）につ 

 

いて補助が受けられます。 

 

○ 入退居に伴う事務や日常の管理業務の一部を市が行いますので、管理の手間が軽減されます。 

 

 

                            借上げ期間中    借上げ期間終了 

 

 

(建物) 

 

 

(土地)                            

 

 

借上料（市が民間事業者へ支払う対価）の決定方法 

○市と民間事業者は、協議のうえ、公営住宅法に基づき算定される近傍同種家賃を上限として 

 

借上げ料を決定します。（借上げ料の協議につきましては、毎年度、実施いたします。） 

 

○借上げ料には、共益費及び付属施設使用料は含みません。 

 

○敷金や礼金の運用益はありません。 

 

 

   近傍同種の住宅の家賃 

           借上げ料 

 

                          

  

                                 借上げ料 

 

                          

 

 

 

 

 

0           

 

 

 

   

   市負担分１／２ 

家賃対策補助 

   国負担分１／２ 

協議のうえ、近傍同種

家賃を上限として借上

料を決定します。 
 

 

   入居者負担額 

 

民間事業者 

所有：民間 所有：民間 所有：民間 

所有：民間 

賃借： 市 

所有：民間 

建設：民間 民間に住宅

を返却 



  

借上型公営住宅の建設費（共用部分及び共同施設）に対する補助金 

   

市は、借上型公営住宅及びその共同施設の建設を行う民間事業者の方に対し、住宅共用部分 

 工事費、共同施設工事費の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ：補助金部分 

 

 

 ○補助対象となる借上型公営住宅の共用部分及び共同施設 

 ア 住宅共用部分整備 

（ｱ） 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホールの整備に要する費用 

（ｲ） 特殊基礎工事に要する費用 

（ｳ） 機械室（電気室を含む。）の整備に要する費用 

（ｴ） 避難設備の設置に要する費用 

（ｵ） 消火設備及び警報設備の設置に要する費用 

（ｶ） 監視装置の設置に要する費用 

（ｷ） 避雷設備の設置に要する費用 

（ｸ） 電波障害防除設備の設置に要する費用 

 イ 共同施設整備 

（ｱ） 児童遊園の整備に要する費用 

（ｲ） 広場の整備に要する費用 

（ｳ） 緑地の整備に要する費用 

（ｴ） 通路の整備に要する費用 

（ｵ） 管理事務所（管理室を含む。）の整備に要する費用 

（ｶ） 立体的遊歩道及び人工地盤施設の整備に要する費用 

（ｷ） 集会所の整備に要する費用 

（ｸ） 子育て支援施設の整備に要する費用 

（ｹ） 高齢者生活相談所の整備に要する費用 

 (ｺ)  生涯学習のむら整備計画に基づく生涯学習センターの整備に要する費用 

 ウ 高齢者等向け設備の設置等 

（ｱ） 緊急通報装置及び火災報知器の設置に要する費用 

（ｲ） 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用 

 オ 補助金の額 

上記の補助対象部分整備費の合計の 2/3で、予算の範囲内かつ概ね建設費の 1/10 を上限とする。 

※各項目の要件等詳細については、「藤枝市借上型市営住宅建設費補助金交付要綱」による。 

民間 民間１／３ 

 

        民間 市 2/3×50％ 

 

国 2/3×50％ 

民間１／３ 

 

        民間 市 2/3×50％ 

国 2/3×50％ 

建 設 費 

住戸部分 共用部分 共同施設 

補助対象 

部分 

補助対象

部分 
 











  

募集期間を 

延長しました 

      募集期間を延長しました。 
 

令和６年度 藤枝市借上型公営住宅事業者募集要領 

 

  ○募集住宅   令和８年度から市営住宅として２０年間貸与が可能な新規に建設する賃貸 

住宅（他用途併用も含む。）の全部又は一部。 

「藤枝市借上型公営住宅に求める性能基準」等に適合するもの。 

 

○募集戸数   １棟２０戸程度 

          住宅戸数は、１敷地１０戸以上を目安に条件等により最も適切な規模で提案 

          してください。  

 

  ○募集地域   藤枝市内 

 

  ○募集期間   令和 ６年 ６月 ３日（月）～令和 ６年 ９月３０日（月） 

                         令和６年１２月２７日（金） 

                          

  ○応募資格   原則として土地所有者本人に限ります。 

 

  ○詳  細   抜粋した資料を同封していますが 詳細は「藤枝市ホームページ」 
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/kenchikujutaku/boshu/23276.html 

          藤枝市借上型公営住宅事業者募集 で検索👆  

または、こちらから ⇒ 

 

  ○申込方法   事前に連絡の上、持参してください。 

          藤枝市都市建設部建築住宅課 市営住宅係（担当：松本・伊藤） 

          〒426－8722  藤枝市岡出山 1丁目１１－１   藤枝市役所東館２階 

          電話 ０５４－６４３－３４８１ 

 

○選定方法   藤枝市借上型公営住宅制度要綱に基づく選定会議で審査し、承認する事業計

画を決定します。 

 

  ○選定結果   選定結果は、採用・不採用に関わらず連絡責任者を通じ文書にて通知します。 

 

○性能評価等  計画が採用された場合、設計終了時に設計住宅性能評価を、建設時に建設住

宅性能評価を、建物竣工時に化学物質の室内濃度測定を、事業者の負担によ

り受けてください。 

 

  ○注意事項   本事業は令和７年度当初予算の成立を条件とします。 

提出資料データ 

この機会に 

ご検討ください 

資料２ 



















  

資料５ 

第４期 借上型公営住宅整備事業 スケジュール 

 

期間 内容 備考 

令和６年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

 

 

 

 

 

令和８年度 

５月２１日 

 

６月３日 

 

 

 

 

１２月２７日 

事業者説明会 

 

 

 

事業者募集 

 

 

 

 

 

以降は延長によ

り当初スケジュ

ールから数か月

遅れます。 

 

建設期間や供用

開始時期は協議

の上、決定しま

す。 

 

供用開始は令和

８年度前期を予

定しています。 

 

 

借上げ料事前協議 

提出された事業計画に基

づき算出した概算の借上

げ料に関する協議 

 

事業者選定会議 

 

 

事業者承認 

 

 

承認事業者との協定締結 

 

設計・許認可、建設費補

助金交付申請 

 

 

 

補助申請等、事業実施期間中

の各種手続き等については、

承認事業者に別途、ご案内し

ます。 

 

 

 

 

 
各種法令検査後、引渡し前に、

県及び市の検査を受ける必要

があります。 

検査・入居者下見会など  

令和８年度前期

を予定 

管理（借上げ)開始 

 

 

 

募集期間延長に伴い下線部分が変更になりました 

 

～ 

 

～ 

建設工事（事業者） 

 

～ 










































